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落
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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
三
号

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地
方

卸
売
市
場
の
廃
止
の
許
可
を
し
た
の
で
、
山
梨
県
卸
売
市
場
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
四

十
六
号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

地
方
卸
売
市
場
の

位
　
　
置

取
扱
品
目
の

卸
売
業
者
の
地
方
卸
売
市
場
廃
止
予
定

名
称

部
類

数

期
日

統
峡
東
青
果
地
方

山
梨
市
下
井
尻

青
果
部

一
　
社

平
成
二
十
一
年
五
月
三
十

卸
売
市
場

九
七
六
番
地

一
日

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
四
号

山
梨
県
卸
売
市
場
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
卸
売
業
務
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
山
梨
県
卸
売
市
場
条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

地
方
卸
売
市
場
の
名
称

卸
売
業
者
の
名
称

取
扱
品
目
の
部
類

卸
売
業
務
廃
止
予
定
期
日

統
峡
東
青
果
地
方
卸
売

山
梨
青
果
荷
受
株

青
果
部

平
成
二
十
一
年
五
月
三
十
一

市
場

式
会
社

日

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
六
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
市
川
三
郷
身
延
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
鴨
狩
津
向
字
横
手
下
葛
篭

旧

一
二
・
〇
〜

三
〇
・
〇

沢
川
右
岸
堤
防
敷
地
先
か
ら

一
六
・
〇

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
鴨
狩
津
向
字
横
手
下
葛
篭

沢
川
右
岸
堤
防
敷
地
先
ま
で

新

一
二
・
〇
〜

三
〇
・
〇

三
四
〇
・
〇

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
六
月
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
五
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
七
七

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
一
年

五
月
二
十
八
日

第
千
九
百
五
十
一
号

木　曜　日



る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
茅
野
北
杜
韮
崎
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

北
杜
市
長
坂
町
長
坂
下
条
字
竜
角
一
三
七
一
番
の

旧

六
・
八
〜

三
九
〇
・
〇

五
地
先
か
ら

九
・
八

北
杜
市
長
坂
町
長
坂
下
条
字
相
吉
一
三
〇
六
番
の

一
地
先
ま
で

新

一
〇
・
〇
〜

三
九
〇
・
〇

六
五
・
〇

公
　
　
　
告

'

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十

五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の

で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

ｉ
Ｊ
Ａ
Ｍ
Ｐ
（
行
財
政
情
報
サ
ー
ビ
ス
）
の
受
信
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
企
画
部
企
画
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
時
事
通
信
社
　
東
京
都
中
央
区
銀
座
五
丁
目
十
五
番
八
号

五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

三
千
五
百
九
十
一
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

'

行
政
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況

山
梨
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
四
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
各
実
施
機
関
の
行
政
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
行
政
文
書
の
開
示
の
状
況

開
示
請
求
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
八
件

開
示
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
六
件

全
部
開
示
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
四
件

一
部
開
示
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
二
件

不
開
示
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
件

取
下
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
件

不
服
申
立
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
件

不
服
申
立
て
に
対
す
る
裁
決
又
は
決
定
　
　
　
一
件

二
　
実
施
機
関
別
の
請
求
の
状
況

知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
九
件

議
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
件

教
育
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
件

選
挙
管
理
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
件

人
事
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
件

公
営
企
業
管
理
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
件

警
察
本
部
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
件

'

個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
状
況

山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
第
七
十
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
各
実
施
機
関
の
山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
状
況
を
次
の

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
五
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

二
七
八



と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
状
況

個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
の
件
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
四
件

開
示
請
求
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
の
件
数
　
　
　
七
、
八
二
九
件

開
示
請
求
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
の
処
理
状
況
　
七
、
八
二
九
件

不
服
申
立
て
の
件
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
件

不
服
申
立
て
の
処
理
状
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
件

事
業
者
の
業
務
の
登
録
状
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
一
件

事
業
者
に
対
す
る
調
査
、
助
言
、
勧
告
及
び
公
表
の
件
数
　
　
　
　
　
〇
件

二
　
実
施
機
関
別
の
開
示
請
求
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
の
状
況

知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九
件

教
育
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
〇
七
八
件

人
事
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四
件

警
察
本
部
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
四
〇
八
件

'

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十

五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の

で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

山
梨
県
電
子
入
札
・
公
共
事
業
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
保
守
運
用
業
務
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
県
土
整
備
部
県
土
整
備
総
務
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
電
気
株
式
会
社
・
株
式
会
社
Ｙ
Ｓ
Ｋ
ｅ
│
ｃ
ｏ
ｍ
・
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社
　
山
梨
県
電
子
入
札
・
公
共
事
業
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
開
発
共
同
企
業
体

山
梨
県
甲
府
市
相
生
二
丁
目
三
番
十
六
号

五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

五
千
七
百
十
九
万
二
千
三
十
九
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
五
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

二
七
九



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
五
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

二
八
〇


